
 

 知多市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年９月２２日 

                        知多市長 宮 島 壽 男  

知多市条例第２８号 

 

   知多市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例    

 

 知多市職員の育児休業等に関する条例（平成４年知多市条例第１号）の一部を別

紙１のとおり改正する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第

２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和８年３月３１

日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改

正後の第２２条の４（この条例による改正後の第２２条の６第２項において準用

する場合を含む。）の規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」

とあるのは「３８時間４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とす

る。 

 （知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

３ 知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４５年知多市条例第

７５号）の一部を別紙２のとおり改正する。 

 


